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ほ じ 担) に

近年の学習権 ･教育権に関する国際的合意の中には,教育における人権および基本的自由
･l･

の尊重の強化が誼われている｡そこでは,学習者および父母の学習権あるいは教育権 とその

他の一般的人権 との統一的実現がめざされている｡

こうした学習権 ･教育権床障の国際的発展動向の中で,今日のわが国においても,敏育内

容や学校に関する学習者および親の教育選択権をはじめ,人権や基本的自由を尊重し強化す

る教育活動の実現,とりわけ法制上の整備が,学習権 ･教育権理論のいっそ うの深化を図る

上で重要な課題の一つとなっている｡

本稿は,こうした今日的課題の解明の知見を得るために,多 くの判例が蓄積されているア

メリカの教育判例の分析を通して,学習者および親の学校教育に関してもつ権利の性格 ･内

容を明らかにするとともに,教育関係諸主体の権利 (権限) ･義務関係の構造,およびそこ

にみられる法理を明らかにしようとする大きな研究の一環をなす｡

これまでわが国において,アメリカの教育判例を扱った先行研究は数多 くあるが,とりわ

け子どもの学習権保障という観点から,その論理 と方向性を具体的に分析 ･追究した論文は
(2)

意外と少ない｡本稿では,当面の課題として,子どもの学習権保障の制度形態の一 つ で あ

り,具体的には学校制度に近づく行為と位置づくものと考えられる義務教育制度 を取 り上

げ,とくに ｢就学義務｣に関連した教育判例を対象に選び,次の3点を明らかにしていきた

い｡

(1) 就学義務規定に関する教育判例の歴史的動向とその特色を明らかにする｡

(2) そこにみられる教育関係諸主体の権利 (権限) ･義務関係およびその法理を明らかに

する｡

(3) 子どもの権利がどのような形で自覚され,確認されようとしているのかを明らかにす

る｡

考察を進めるにあたって,本稿では,アメリカの就学義務規定をめぐる教育判例の歴史的

流れを,大きく州権の確立期,州権の制限と親の教育権の確立期,子どもの権利諭の萌芽期

という過程でとらえることにする｡そして,それぞれの時期の代表的な教育判例として,主

に連邦最高裁に係属した事件を取 り上げ,分析 ･考察することによって主題に迫ることにし

たい｡
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Ⅰ.州権の確立

アメリカでは,1852年のマサチューセッツ州において義教就学法 (CompulsoryAtten･

danceLaw)が始めて制定されて以来,1918年までに全州がこれを制定し,近代的な義務教

育制度が確立されることになった｡こうした義務就学法の制定を促進させる背景には,当時

の過酷な児童労働から子どもを保護するとともに,増加の一途をたどっていた海外からの多

くの移民に英語およびアメリカの習慣を教えるという社会的要請もあった｡そして,この義

務教育の制度化は,当初からとくに就学義務に関する規定を定める州の権限を認める判例に

よっても,強 く支えられていたのである｡

就学義務に関して,教育判例上その州権が最も明確な形で確立された最初のもの として

ほ,1901年のインディアナ州最高裁の判決 (Statev.Bailey,157Ind.324)が挙げられる｡

この判決の中では,次のように論じられた｡

｢子どもを監護する親の自然的権利は,州権に属し,それは内国法によって制限され規定

される｡親の最も重要な自然的義務は,子どもを教育する義務であり,この義務は,子ど

もだけでなく, 国家 (commonwealth)のためにもある｡ この義務の遂行を怠った りあ

るいは意図的に拒否した場合,親は法律によって係る市民の義務遂行を強いられる.子ど

もの幸福と社会の最も大きな利益は,州がその主権を行使し,子 どもに教育を受ける機会
(3)

を保障することを要求する｡｣

こうして,いかなる親も,州憲法に定められた総合的な教育制度から享受する子どもの利

益を奪 う権利を有しないとして,義務教育制度に関わる州の権限の正当性とともに,親の権

利に対する州健の優越性が明示されたのである｡

州裁判所によって言明された州権の確立は,連邦憲法に関する争いの中で,連邦最高裁に

よっても支持されることになった01944年の Prince事件 (Princev.Massachusetts,321

U.S.158)は,その代表的な一例である｡

マサチューセッツ州の ｢児童労働法｣第69項では,次のような規定が定められていた｡

｢12歳未満の少年もしくは18歳未満の少女の未成年者は,街頭およびその他の公共の場で

新聞,雑誌,定期刊行物その他の品物を販売した り手伝った りしてはならない｡また,い

かなる者も彼らにそうした物品を供給した り,親 ･後見人が彼らを働かせた りしてほなら
(4)

ない｡｣

この事件は,上記の州法の規定に反して,後見人である一市民が,宗教上の理由から9歳

の少女に係る不法行為をさせたことに始まる｡そして,連邦最高裁では,同州法が連邦憲法
(5) (6)

修正第 1条および第14条の信教の自由,平等保護条項を侵害しないかどうか,その合憲性が

争われた｡

その結果,判決では,次のように述べられた｡

｢家族それ自身は,信教の自由の要求に相反するものとしての公益 (publicinterest)の

規定を超越するものではない｡-･--･･宗教の権利も親の権利も限界がある｡若者の幸福に

関わる一般的利益を堅持しながら,parenspatriae(祖国の親)としての州は,就学を制
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限し,児童労働を制限 ･禁止し,あるいは他の多くの方法によって親のコントロールを制
(7)

限することができる｡｣

そしてそこでは,｢州の子どもの活動に対する権限は, 親の類似した行為に対するものより

ち,もっと広範囲なものである｡これは,とくに公的活動や雇用の事項について真 実 で あ
(8)

る｣として,かくして同州法の合憲性を認める判断を下したのである｡

この事件は,直接に就学義務規定をめぐる問題ではなかったが,判決の中ではそのことに

も触れる形をとり,州が parenspatriaeとしてその権限を行使するという理論の下, 就学

義務に関しても州は絶対的な権限をもつことが示されることになった0

Ⅰ.州権の制限 と親の教育権の確立

"義務就学"の概念についての司法上の強い支持によって,就学義務規定を制定する州の

権限に関しては,その後何ら問題 とされることはなかった｡しかし,就学義務規定の実行や

適用については,いくつかの制限が判例の上で課せられることになったOそして,その中で

州の権限と子どもの教育に対する親の教育権 との関係が,憲法上の問題 として取 り上げられ

たのである｡その最初の代表的な判例が,1925年の Pierce事件における連邦最高裁の判決

(Piercev.SocietyofSisters,268U.S.510)である｡

本件は,私立学校-の就学を認めず,すべての児童に公立学校の義務教育を施すことを規

定した1922年のオレゴン州教育法改正についての合憲性が,連邦憲法修正第14条の適正手続

条項 との関係で争われた事件である｡
(9)

判決では,すでに2年前の1923年の Meyer事件における連邦最高裁 の判 漢 (Meyerv.

Nebraska,262U.S.390)- 州は連邦憲法修正第14条により保障されている市民の自由を

不合理に侵害してはならないとして,親の教育権が連邦憲法上保障されるとい う判決- を

踏襲しながら,1922年のオレゴン州義務教育法は,｢自らの子どもの監護と教育を行 う親権
(10)

者の自由を不当に侵害するものである｣という違憲判決が下された｡連邦最高裁は,その判

決理由について次のように述べている｡

｢これまでしばしば指摘されたように,憲法によって保障された権利は,州の権能内の目

的とは合理的な関係をもたない法規走によって,これを奪ってほならない｡この国のすべ

ての政府が基礎 とする自由権の基本理論の下では,子 どもに公立学校の教師の授業だけを

受けさせることによって,子 どもを標準化しようとする州のいかなる一般的権限もすべて

排除される｡子どもは決して州の被遺物ではない｡子 どもを養育し子どもの運命を決定す

る者が,高度な義務 と結合した形で,そのほかの責務を子どもに認識させ,その準備をさ
くHilE

せる権利を有する｡｣

こうして,本判決では,親の教育権の一つとして,親の学校選択権は連邦憲法修正第14条

の ｢自由｣に含まれ,憲法上保障されるものであることが明示された｡ここで親の教育の自

由 (教育権)を連邦憲法修正第14条の適正手続条項に基づいて構成し,今日のように修正第
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1条に拠って構成しなかったのは,本件および先の Meyer事件の時代には,修正第 1条が

修正第14条を媒介として州にも適用されるという法理が未発達であったためである｡

ともあれ,本判決によって,義務教育は公立学校あるいは私立学校のいずれの教育を通し

ても行われるという原則が判例上確立されたことになる｡これはまた,のちに州法の中で家

庭における義務教育 (HomeSchool)を認める,という法制上の整備へと発展していくこと

になった｡

なお,本判決では,公立 ･私立を問わずすべての学校を対象として教育上の諸要件を規定

できる州の権限については何ら否定はしなかった｡そのため,私立学校に対する州の視察や

監督指導あるいは教員の資格付与,教授科目等についての州規定は,その正当性が認められ

た形となり,実際,ほとんどの州においてそれが実践されたのである｡

Ⅱ.子 どもの権利 と親

ところで,直接に就学義務規定の運用に関してその合憲性が問われた連邦最高裁の判例は,
(12)

1925年の Pierce事件以後およそ半世紀の問は全 くなかった0

しかし,1972年5月15日の Yoder事件における連邦最高裁の判決(Wisconsinv.Yode一

etal,406U.S.205)において,長い歴史をもつ州の義務就学法の効用についての一定の

歯止めが今まで以上に厳格に課せられることになった｡そこでは,州の定める就学義務規定

は,他のすべての利益を従属させた り,あるいは排除するような絶対的なものではないとい

う判断が明示されたのである｡そして,この判決は,結果的にアメリカの義務教育制度それ

自体を蚕食するほどの大きな影響力をもつ判決ともなった｡

この Yoder事件は, ウィスコンシン州において,近代文明およびその影響を否定し拒絶
(13)

するキリス ト教一派である Amish派の親が,州法の就学義務規定 "保護者は7歳から16歳

までのすべての子どもを就学させる義務を負う"に反して,宗教上の理由により,第 8学年

を超えた正規の-イスクールへ子どもを就学させることを拒否したことに始まる｡そして,

本件では,ウィスコンシン州法の就学義務規定が連邦憲法修正第 1条の規定する ｢信教の自

由｣を侵害するものであるか否かが,連邦最高裁にまで持ち込まれて争われるこ とに な っ
(14)
た｡

連邦最高裁は,まず基礎教育に関する州の権能は最高度のものであると確認しながらち,

子 どもの早期の人格形成期において親が宗教心の滴蓑や教育を指導する価値もまた,社会の

高い地位を占めるものであると判断した｡そして,本件の場合,普遍的教育における州の利

益をいかに高 く位置づけようとも,それが基本的権利や他の利益,例えば修正第 1条の自由

活動条項によって特別に保障される権利とか子どもの宗教教育に関する親の伝統的な利益に

抵触する場合,何らかの ｢比較考量手続｣(balancingprocess)をとる必要があると考えた｡

こうして,連邦最高裁は,州の就学義務規定が合法的な宗教上の信念を実践する妨げとな

る主張に対して,ウィスコンシン州が第 8学年を超えた就学を強制できる条件として,｢州が
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その要件によって信教の自由を否定しないかどうか,もしくは自由活動条項の下でその保護
(15)

を求める利益を凌駕するだけの州の強力な利益が存在するかどうか｣のどちらか一方を明ら

かにする必要があるとした｡

判決では,以上の審査基準に基づいて論理を展開している｡これに沿って,以下やや詳し

くみることにする｡

(1) 判旨とその意義

連邦最高裁は,第一の審査基準である ｢信教の自由の否定｣を検討する前に,憲法上の宗

教条項の保護を得るためには,その要求が宗教上の信念に根ざしたものでなければならない

として,被告 (-Amish派の親)の ｢合法的な宗教上の信念｣についての判断を示 した｡

そこでは,憲法上保護を受ける権利としての宗教上の信念もしくは実践とは何かを決定する

ことはかな り微妙な問題であるとしながらも,憲法で保障される自由の概念それ自体は,個

々人が自分自身の行動の基準を立てることを許すものではないとした0

この前提に立って,本件の場合,Amish派の伝統的な生活様式は, これまでの多くの記

録によれば,単なる個人優先のものではなく,組織集団によって共有されしかも日々の生活

に密接に関連した深い宗教的信念に基づくものである｡さらに,生活や共同体,家庭に対す

る被告の宗教上の信念や態度は,一般社会の驚 くべき知識の進歩や教育の変化する時代にあ

って不変のままであるという十分な証拠もあ る と した｡連邦最高裁は,こうして まず,

Amish派のほぼ300年にわたる首尾一貫した実践や基本的生活様式および信条の堅持に基づ

いて,被告の ｢合法的な宗教上の信念｣を確認したのである｡

そして,｢信教の自由の否定｣の審査基準に関しては,とくに現代の教育状況の変化 との

関連においてその判断を示している｡すなわち,現代は,従前のような Amish信仰の生徒

が大部分を占めていた田園地域で,しかも第 8学年までの初等普通教育が与えられていた時

代 とは違 う｡中等教育が義務化され,中等学校には遠隔地でしかも日常の家庭生活の異なる

生徒が多 く集まってきている｡現代の中等学校は,Amish派の基本的な生活様式とかな り

矛盾するものとなっている｡ それゆえ, そこでは,Amish派の子どもの信念に反して,彼

の態度や目標,価値に関して現世の影響を与えられ,宗教的発達および重要な青年期の発達

段階にある子 どもの Amish派共同体の生活様式への統合を本質的に侵すものとな り,これ

は親に対しても子どもに対しても,Amish教の基本的信条および実践に矛盾するもの で あ

る,と結論づけている｡連邦最高裁は, さらに現行法の下では,Amish派の子どもたちは

彼らの信念を捨て,広 く社会に同化 ･融合されるか,もっと寛大な他の宗教に移 りかわるこ

とを余儀なくされることを付け加えている｡

こうして, 第一の審査基準に関しては,｢州の第 8学年を超えた正規の義務就学要件の強

制は,たとえ被告の宗教上の信念の自由活動を破壊するものでなくとも,重大な危険を及ぼ
(16)

すことになるであろう｣との判断を下したのである｡

次に,第二の審査基準である憲法の自由活動条項を凌篤するだけの ｢州の強力な利益｣の
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存在に関しては,次のように論理を展開している｡

まず,連邦最高裁は,社会全体に参加できる市民の育成と社会で独立独行できる人間の育

成のためにはある一定の教育は必要であるというトーマス ･ジェファーソンの民主的教育論

を援用した州の主張を容認しながらも, 実際問題,Amish沢の子どもは第8学年を超えた

1-2年の正規の-イスクール教育から,そ うした利益をほとんど享受していないという十

分な証拠もあるとした｡そして,州の主張するような第8学年を超えた1-2年の義務教育

について,大多数の人々が生活する現代社会-の生活準備を子どもに施すために必要である

ことと,Amish派の主眼である現世から分離した農業共同体-の生活準備を子どもに施す

こととは別個の問題であるととらえた｡

また,連邦最高裁は,Amish沢の子どもの中には Amish派社会から離れる可能性もあり,

1-2年の義務中等教育はそ うした場合の生活準備のために利益があるとする州の主張に対

してほ,Amish派が青年期の子どもにとって理想ともいえる職業教育を継続して施して い

る現実を強調しながら,次のように判断した｡ すなわち,Amish派の子どもは,実際的な

農業訓練や勤勉,独立独行の習慣を身につけており,教育欠如による社会の重荷になるとい

う証拠は何ら兄い出せない｡

連邦最高裁は,州の主張が Amish派にとっても義務中等教育はわれわれの民主的社会に

効果的かつ知的に参加できるために必要不可欠であるという立場に立っている限 り,そうし

た主張は上記の理由によって排除されなければならないとして,さらに次のように述べてい

る｡

｢正規の中等学校教育に代わる Amish派の教育は,彼らに現世との関係において自己に

課した制限の中で,日々の生活を効果的に機能させ,またこの国において200年以上もの

間,かなり同一視できる高度な独立独行の分離社会として,現代社会において存続し繁栄

することを可能にしてきた｡そのこと自体,宗教上の信念の自由活動を危険におとし入れ

る犠牲を払わせて第8学年を超えた就学を強制しなくとも,彼らが社会的,政治的市民と

しての責務を果たすことができる確固たる証拠である｡ トーマス ･ジェファーソンが専制

政治に対する自由な国民の砦として教育の必要性を強調した時,彼の心の中には基礎教育

を超えた一定の年齢を通じた義務教育は含まれていなかった｡また,実際 Amish社会そ

のものは,彼が理想と考えていた民主的社会の基礎を形成すべ く『頑健な自由民』(sturdy
(17)

yeoman)の考え方に含まれる多 くの諸価値に匹敵し,それを反映するものである｡｣

こうして,第二の審査基準に関しては, Amish派に16歳までの子どもを就学させる州の

利益は,一般に他の子どもにそうした就学を要求するのに比べてそれほど価値があるとはい

えないとして,自由活動条項の下でその保護を求める利益を凌駕するだけの十分な ｢州の強

力な利益｣の存在を否定する判断を下した｡

連邦最高裁は,本件で設定した二つの審査基準について以上のような判断を示した後,さ

らに先の Prince事件において判決の論拠ともなった parenspatriaeについて触れている｡

そこでは,本件の場合, Prince事件よりいっそう顕著に子どもの宗教の将来や教育を指
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導する親の基本的権利が州のそれとの対比において問題になっているととらえながら,もし

親の決定によって子 どもの健康や安全が損なわれ社会的重荷になる可能性がある時には,演

の権限は parenspatriaeの原理の下で制限されるであろうとしている｡しかし,本件では,

Amish派の宗教上の目的に適合するために,第 8学年を超える義務教育を受けさせな く と

ち,子どもの身体上,精神上の健全性は損なわれることもないし,また自活能力や市民とし

ての責務能力に欠けることにもならないことは明らかであるとした｡この上に立って,連邦

最高裁は,｢われわれは, 立憲政治の下で宗教条項に含まれる重要な諸価値を一貫して強調

する時,すべての範囲を取 り巻 くような,しかも州が論じる広 くて予知できない適用の可能
(1R)

性をもつような parenspatriaeの主張を受け容れることはできない｣として,Prince判決

でみられた parenspatriaeの広い解釈を宗教条項に関わるものとして適用しなかったので

ある｡

かくして,連邦最高裁は,州の主張を斥け,Amish沢の親の主張を全面的に認める形で,

6対 1 (2名の判事は判決に加わらず)という圧倒的多数をもって,州最高裁の判断を支持

する判決を下した｡この判決の重要な点は,最初に述べたように,普遍的義務教育における

州の利益がいかに強 くとも,それは決して他のすべての利益を排斥した り従属させるもので

あってはならないことが明示された点である｡これによって,子どもの教育に対する親の権

利が憲法上優越的な保障 (信教の自由)を与えられるとともに,読み ･書き ･算の基礎教育

は州の強力な利益であるが-イスクール教育は必ずしもそ うでないこと,また強い宗教上の

信念をもつ生徒に限って第 8学年を超えた義務就学は免除されるという原則が,判例上確立

されることになった｡

(2) 少数意見と子どもの権利論

ところで,本判決では Douglas判事一人だけが反対意見を述べているが, 彼は州の主張

を全面的に擁護しているわけでもなく,また多数意見を全 く否定 しているわけでもない｡彼

は,あくまでもこの問題を子どもの権利に主眼をおいてとらえようとしたのである｡

彼によれば,多数意見では,本件で問題 となっている利益について,一方に Amish派の

親の利益を,他方に州の利益をおいて考えている｡そして,法廷ではもっぱら Amish派の

親の信教の自由のみが問題 とされ,子どもの信教の自由 (権利)は実証されなかったと批判

する｡彼は,法廷意見批判の根拠として,次の二点を指摘している｡

第一に,訴訟当初,被告は親の信教の自由だけでなく子どものそれをも主張し,法廷でも

親 と子の間の利益を同一視していたにもかかわらず,結果的に子どもの宗教上の利益は単に
(19)

分析の一要因として取 り扱われたにすぎなかったO第二に,自らの要求を表明できるほどに

成熟した子どもの見解を論究しないで,親が子どもに宗教上の考え方を課すことは,子 ども

の権利を侵害するものである｡

こうして彼は,子どもの権利に主眼をおき,子ども自身の見解 ･判断を最優先かつ最高度
(20)

のものと位置づけるのである｡彼のこうした主張は,子 どもも｢権利の章典｣(BillofRights)
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に含まれる ｢人｣(persons)であり,憲法上保護され得る利益をもつという最近の判例動向

を強 く支持するものであった｡

本件において子どもの見解が決定的であると強調する彼は,本判決の影響を次のようにと

らえている｡すなわち,本判決によって危険にさらされるのは,まさしく子どもの将来であ

る｡子どもは,今日の新しい驚 くほどの多様な世界-巣立つことから永久に閉め出されるで

あろう｡親の判断に従わない子どももいるかも知れない｡もし,親の権限によって子どもが

Amish派の生活様式の馬装をしたり, その教育が不十分なものであったなら,子どものす

べての人生は荘然自失し崩れる恐れもある｡

いずれにせよ,就学義務に関する問題を子どもの権利,子どもの信教の自由を中核に据え

て考えようとしている点は,これまでこの問題がもっぱら州と親との関係でとらえられてい

たのに対して,判例史上きわめて画期的な視点を与えるものであったということができる｡

お わ り に

以上,Yoder事件を中心 としたアメリカの就学義務規定をめくやる教育判例の分 析 か ら,

まずその動向についてまとめると次のようになる｡

(1) 就学義務規定の制定それ自体については,当初から州の権 限 が認 め られ,そ れ は

Prince判決で展開された "parenspatriae"(祖国の親)理論にも支えられながら, 千

どもに対する親の自然的権利を超越する絶対的権限とされた｡

(2) しかし同時に,就学義務規定の運用に関しては,州の権限に一定の制約が課せられる

ことになった｡すなわち,公権力による就学強制は,憲法上優越的な保障を享受しうる

権利として確認された親の教育の自由 ･権利 (学校選択権- Pierce判決,宗教的信念

に基づき中等教育を受けさせない自由- Yoder判決)を不当に侵してほならないこと

が判示された｡とくに Yoder判決では,州の就学義務規定は他のすべての利益を従属

させた り, あるいは排除するような絶対的なものではないと明示 され, 先の parens

patriaeの考え方が否定された｡

次に,就学義務をめく､､る判例における教育関係諸主体の権利 (権限) ･義務関係について

は,常に州と親を両極におき,両者の権限 ･権利関係がもっぱら問題 とされてきた｡そこに

は,子どもの権利や利益の観点は兄い出されなかった｡このことは,ある意味では子どもに

対するアメリカの伝統的な考え方によるものでもある｡

一般にアメリカでは,長い間,子どもは保護される存在であり,権利を主張できる存在で

はないという考え方が支配的であった｡それゆえ,他の判例において,早 くから ｢子どもの
(21)

利益｣(childbenefit)という観点がとり入れられたこともあるが, そうした認識は,一般

に州や学校当局あるいは親の利益に還元されるものとして論じられていたのである｡

この意味では,Yoder判決において, 傍論ではあるが, 就学義務をめく中る問題の中で子

どもの権利との関係を考慮することが必要不可欠とされた点は,子どもの権利の原則的確立
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-の-ステップとして重要な意義をもつ ものとなろ う｡換言すれば,就学義務をめ ぐる教育

判例においても,教育上の子 どもの権利の確認が無視できない課題 とされつつあるといえよ

う｡
(22)

しかし,少な くとも現時点では,1969年の Tinker判決以降,子 どもの権利が一般人権の

中で理論的に確立 される状況の中にあって,就学義務の問題領域においてほ,子 どもの権利

は学校制度における他の諸主体の関係の中では一定の制約を受けているといえるのである｡

なお,就学義務の問題 とも密接な関連をもつ,子 どもの学習権床陣の制度原理の一つであ

る "無償性"に関する判例の検討については,稿を改めて論及することにしたい｡
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89 この点に関して,多数意見では,本件の当事者は親であり,自由活動条項の下で親の権利との関わ
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りが問題であるとして,子どもの利益については取 り上げなかったことを言明している｡

鰯 連邦憲法修正第 1粂～第10条のこと｡
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校における生徒 (子ども)の意見表明･表現の自由が,連邦憲法上の権利として確認される画期的な

判断が下された｡


